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美容師は美容を業とする者といい、美容師法に基づき

厚生労働大臣の免許を得なければなりません。

しかしこの美容師免許制度が危ぶまれています。

規制緩和の流れで美容師免許を持っていなくても

仕事ができるように美容師免許制度自体を廃止という動きが

でてきております。

これらをくいとめるにも、

美容業界は個人事業主が多くなかなか行政には届きません。

皆様の営業を守るためにも
団結、結集し美容室の声を、美容組合に加入して
行政に届けましょう。

もし美容師免許が無くなれば・・・

外国人労働者の
増加

大手企業の
参入

誰でも簡単に
店が持てる

など
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